
令和８年度会津美里町会計年度任用職員（鳥獣対策業務補助）募集要項 

 

鳥獣対策の業務補助に係る会計年度任用職員を募集します。 

 

１．募集職種 

 鳥獣対策業務補助 

 

２．募集人員 

 １名 

 

３．勤務場所 

 会津美里町役場本庁舎（会津美里町字新布才地１番地） 

  

４．職務内容 

鳥獣対策業務補助全般 

・地域住民への鳥獣被害防止対策等の支援 

・被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査 

・有害鳥獣の捕獲及び処分並びにそれらに係る事務 
・鳥獣被害防止に係る啓発 
・狩猟者確保対策 など 
 

５．勤務条件 

（１）勤務日 ：週５日 

（２）勤務時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（７時間 45 分） 

（３）休日  ：土曜日、日曜日、祝日（他、年次有給休暇制度有） 

 

６．応募資格 

（１）応募資格は、次の要件を全て満たす方となります。 

・業務を安全に遂行できる方 

・普通自動車第一種免許を有する方（AT 限定可） 

・パソコン操作（ワード、エクセル等）ができる方 

（２）次の事項に該当する方は応募できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

・会津美里町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

ない者 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条までに規 

定する罪を犯し、刑に処せられた者 



・日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し 

た者 

 

７．給与等 

月額：199,400 円～236,700 円（学歴や公的機関での職歴による） 

※月額から共済組合等加入による控除あり 

※その他、通勤手当・期末勤勉手当・退職手当（フルタイムで 18 日以上ある 

月が６月を超える場合対象）を支給条件に応じて支給します。 

 

８．加入保険 

雇用保険、地方職員共済組合（医療保険）、厚生年金、公務災害補償 

 

９．任用期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

10．身分 

 町の条例で定める会計年度任用職員 

 

11．選考方法 

書類選考及び面接を行い、結果を応募者全員に文書で通知します。 

なお、面接日は、応募者全員に別途通知します。 

 

12．申込方法 

ハローワークが発行する「紹介状」及び「履歴書（写真貼付）」を持参又は郵送の方

法により産業振興課森林環境対策室へ提出してください。（郵送先は 14.問い合わせ

先に記載のとおり。）。 

※ハローワークが発行する「紹介状」につきましては、最寄りのハローワークにお 

問い合わせください。 

※申込受付は、土日祝日を除く平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までとな 

 ります。 

 

13．申込期間 

令和８年１月 30 日から令和８年２月 17 日（午後５時 15 分まで） 

※郵送等も含め応募書類の提出は、必着です。これ以降に到着した応募書類は受 

 付できませんのでご了承ください。 

 

 



14. 問い合わせ先及び郵送先 

〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地１番地 

会津美里町役場 産業振興課 森林環境対策室 

電話  0242-55-1191 

ＦＡＸ 0242-55-1199 

メール sangyo@town.aizumisato.fukushima.jp 


